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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９５１ 門、塀、さく等枠材等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４５０ 全 門扉、塀、さく及び手すり用立子 

Ｌ３－５４５０Ａ 全 門扉、塀、さく及び手すり用立子（板状） 

Ｌ３－５４５１ 全 門扉、塀、さく及び手すり用横桟 

Ｌ３－５４５２ 全 窓用さく取付け桟 

Ｌ３－５４６ 全 塀、さく及び手すり用下枠 

Ｌ２－５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１３ 足場用枠、手すり 

Ｌ１－２０ 仮設用支保工 

Ｌ１－２１００ 端太 

Ｌ１－２２００ 仮設用支柱、梁 

Ｌ１－２３ 土留め用支保工 

Ｌ３－５９５１ 門、塀、さく等枠材等 

Ｌ７－１１ 建物用基本構造材 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

門扉用枠材 塀用枠材 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

窓用さく取付け桟 窓用さく取付け桟材 ベランダ手すり用下枠 

ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子 階段手すり用立子材 手すり用立子 

手すり用立子材 窓用面格子材 防音壁用枠材 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

門扉、塀、さく及び手すり等構成部材のうち、さく用支柱、笠木、笠木受け、門扉及び塀用外枠を除いた構成

部材を分類する。立子、横桟、窓用さく取付桟、塀、さく、及び手摺用下枠など。面格子材もここに分類する。

このうち、端部加工無しはＬ３－５９５１Ａ、板型はＬ３－５９５１ＢＡ、ロの字型はＬ３－５９５１ＢＢ、装飾有りは

Ｌ３－５９５１Ｃを付与する。 

防風、防雪さく及び及び道路用防音壁の構成枠材もここに分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠材 塀用枠材、 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

階段手すり用横桟材 窓用さく取付桟 窓用さく取付桟材 

ベランダ手すり用下枠 ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子材 階段手すり用立子 手すり用立子 

手すり用立子材 面格子材  

 

登録 1067396
「門扉用縦桟」 

登録 1142767   
「フェンス用枠」 


